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令和７年４月１日 

 

令和７年度監査計画 

 

山形県監査委員監査基準（令和２年３月県監査委員訓令第１号）第８条第１項の規定に

より、以下のとおり監査計画を定める。 

 

１ 財務監査 

（１）監査対象 

本庁の知事部局（会計局を除く。）及び教育局の各課、会計局、総合支庁の各部、

東京事務所、企業局本局、病院事業局本局、県立病院、議会事務局、教育機関、県

立学校、警察本部、警察署、各行政委員会事務局、各出先機関の財務に関する事務

の執行及び経営に係る事業の管理の状況 

（２）実施体制等 

ア 本監査 

予備監査の結果等を基に、原則として監査委員２名をもって毎会計年度、実地

（デジタル技術を活用したオンラインサービスにより実施するものを含む。）又

は書面により実施する。 

イ 予備監査 

本監査を適正かつ効率的に行うため、本監査に先立ち、対象機関の規模に応じ

て事務局職員により班を編成し、監査調書、その他の関係書類による調査を行う。 

 

２ 行政監査 

（１）監査対象 

１（１）の機関の主な事務事業並びに内部統制の対象とする適正な管理及び執行

を確保する必要のある事務の執行状況 

（２）実施体制等 

財務監査と同様の体制により一体的に実施する。 

 

３ 財政的援助団体等監査 

（１）監査対象 

県が財政的援助を与えている団体及び公の施設の指定管理者の出納その他の事務

の執行で当該財政的援助等に係るもの 

（２）実施体制等 

財務監査に準じた体制により実施する。 

 

４ 決算審査 

（１）審査対象 

ア 一般会計及び特別会計歳入歳出決算 

イ 県土整備部、企業局及び病院事業局所管の公営企業会計決算 
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（２）実施体制等 

会計管理者、県土整備部長、企業管理者及び病院事業管理者から決算等の概要に

ついて、また、財務監査に併せて関係課長等から事務事業の実績、歳入歳出予算の

執行状況等について聴取するとともに、知事から審査に付された決算書及び証書類

の計数等を点検することにより審査を行う。 

 

５ 例月出納検査 

（１）検査対象 

ア 一般会計及び特別会計における現金の出納並びに保管の状況等 

イ 県土整備部、企業局及び病院事業局所管の公営企業会計における現金の出納並び

に保管の状況等 

（２）実施体制等 

ア 委員検査 

原則として２月、５月、８月及び11月に、会計局長、県土整備部長、企業局長

及び病院事業局長等から、現金の出納並びに保管状況について聴取するとともに、

検査書類により検査を行う。 

イ 書面検査 

委員検査実施月以外の月に、検査書類により検査を行う。 

 

６ 基金運用審査 

（１）審査対象 

山形県土地開発基金の運用状況 

（２）実施体制等 

関係課長等から基金の運用状況等について聴取するとともに、知事から審査に付

された証書類の計数等を点検することにより審査を行う。 

 

７ 健全化判断比率等審査 

（１）審査対象 

決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

（２）実施体制等 

関係課長等から健全化判断比率及び資金不足比率の概要について聴取するととも

に、知事から審査に付された書類の計数等を点検することにより審査を行う。 

 

８ 内部統制評価報告書審査 

（１）審査対象 

内部統制評価報告書 

（２）実施体制等 

財務監査に併せて所属長等から内部統制の整備・運用状況について、また、関係

課長等から内部統制評価報告書の概要について聴取するとともに、知事から審査に

付された書類を点検することにより審査を行う。 
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９ その他の監査 

１から８までに掲げる監査等のほか、法令の規定に基づき請求若しくは要求があっ

たとき又は監査委員が必要があると認めるときは、法令に基づく監査を実施する。 

 

10 各監査等の実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ※ 行政監査は財務監査と一体的に実施 

 

 

 

 

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

定 期 監 査（過年度対象） 定 期 監 査（現年度対象）

例 月 出 納 検 査（毎月末実施）

財 政 的 援 助 団 体 等 監 査（過年度対象）

住民監査請求その他請求等に基づく監査（請求のつど実施）

決 算 審 査

決
算
審
査
意
見
書
等
知
事
提
出

基金運用

状況審査

健全化判断

比率等審査

内部統制評価報告書

審査意見書知事提出

内部統制評価

報告書審査


